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　岩国市指定給水装置工事事業者

－ －
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申 込 年 月 日 令和

給　　水　　申　　込　　書

　新たな給水装置の設置に伴い、岩国市水道条例第16条の規定により、次のとおり給水を
申し込みます。

（あて先）

岩国市水道事業管理者

施 設 番 号

所 有 者 住 所

 　ﾌﾘｶﾞﾅ

給 水 装 置 場 所
番地

丁目

５　水道メーターの点検及び取替えに支障となるような事態が生じた場合は指示に従い
　私費用で水道メーターの位置変更または布設替えの工事をします。

所 有 者 氏 名 印

電 話

課 長 課 長 補 佐 係 長 係 員 取 扱 者

　　電話

所 長 副 所 長 係 員 取 扱 者

６　その他、岩国市水道条例及び岩国市水道条例施行規程を順守します。

　　氏名又は名称

　　代表者氏名 印

下記のことを誓約します。

１　岩国市水道条例による料金等は責任をもって支払います。

２　給水装置は責任をもって管理します。

３　水道メーターの上にメーター点検に支障となるような物を置いたり工作物を設けたり
　しません。

４　水道メーターを亡失、または損傷した場合は指示に従い弁償します。


